
第１７章 の紛争解決手続

第１７章

の紛争解決手続

「序論」において述べたとおり、本報告書は、貿易政策・措置をめぐる問題を解決するための具体的方策

として の紛争解決手続の活用の重要性を指摘してきている。これは の紛争解決手続が、国際的に合

意されたルールに基づき客観的な解決を図る手段として、国家間の経済紛争が不必要に長期化したり、政治

化したりするのを避ける上で有効に機能しているためである。 の紛争解決手続きにおける履行確保の実

態及び原因に関する分析については、 年版不公正貿易報告書 を参照ありたい。

１． 紛争解決手続の概要

（１）紛争解決手続の対象となる紛争

案件

第 条 は、同了解が適用される協定として、

以下のとおり規定している。

①本了解の附属書 に掲げる協定の協議及び紛争解決

に関する規定に従って提起される紛争

② 設立協定及び本了解に基づく権利及び義務に関

する加盟国間の協議及び紛争解決

上記規定に基づいて、具体的に適用される協定の代

表的な例は下記のとおりである。

・世界貿易機関を設立する協定

・関税及び貿易に関する一般協定（ ）

・農業に関する協定

・衛生植物検疫措置に関する協定（ ）

・貿易の技術的障害に関する協定（ ）

・貿易に関連する投資措置に関する協定（ ）

・ 年の関税及び貿易に関する一般協定第 条の実

施に関する協定（アンチ・ダンピング協定）

・補助金及び相殺措置に関する協定（ ）

・セーフガードに関する協定（ ）

・サービスの貿易に関する一般協定（ ）

・知的所有権の貿易関連側面に関する協定（ ）

・政府調達に関する協定（ ）

（２）協議

① 第 条協議

の下における紛争解決手続について定めた

は、 第 条及び第 条に定められた従来の

の紛争手続の基本原則を踏襲することを定めている

（ 第 条 項）。協議手続に関しても 第 条

に規定が置かれており、申立てを受けた国は、これに

対し好意的な考慮を払い、かつ、その申立てに関する

協議のため適当な機会を与えなければならない（

条 ）。また、協議においては、当該問題につき満足す

べき調整を行うよう努めるべきとされている（ 条

）。

上の協議要請は、協議要請の理由、問題となっ

ている措置及び申立ての法的根拠を書面に示し、相手

側に送付するとともに、 の紛争解決機関（ ：

）等に通報を行うことで成立

する（ 第 条 ）。要請を受けた相手国は、要請を

受けた日の後 日以内に回答を行い、かつ、相互に満

足すべき解決を得るため、原則として要請を受けた日

の後 日以内に誠実に協議を始めなければならない

（ 第 条 ）。

協議要請文書は当事国以外の 加盟国にも配布さ

れ、当事国以外の加盟国のうち、当該案件に関心を有
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いるほか、我が国も自国の意見書の一部について、ウ

ェブ上で公開している。

④パネル会合

パネル会合は通常 回行われる。パネル会合は、法

廷のような特別の設備において行われるわけではなく、

建物内の通常の会議室を用いて行われ、慣行によ

り、他の における会議と同様、原則、非公開とさ

れている。パネル会合は通常、 ～ 日間開催される。

第 回パネル会合は、被申立国からの意見書受理後

～ 週間後に開催される（ 附属書Ⅲの ）。第

回パネル会合は、はじめにパネル議長から会合の進め

方について簡単な説明が行われ、続いて申立国、被申

立国の順に提出した意見書についての口頭陳述が行わ

れる。その後、パネルから当事国に対して質疑応答等

が行われるほか、当事国間で質疑応答が行われる場合

もある。次に第三国会合が開催され、第三国のステー

トメント、質疑応答の順で進行される。原則として第

三国参加国が参加できるのは第三国会合のみであり、

当事国会合には参加できない。

第 回パネル会合は、第 回パネル会合開催後、通

常 か月から か月後に開催される。第 回パネル会

合では、主に第 回パネル会合における相手国の主張

に対する反論が行われる。第 回パネル会合と異なり、

第 回パネル会合の際に第三国会合は行われないほか、

当事国で特別な合意を行わない限り、第三国参加国は、

意見書の提出も行うことができず、当事国が提出する

意見書も入手することもできない。

⑤中間報告書

第 回パネル会合後、パネルから当事国へ中間報告

書（秘密扱い）が送付される。中間報告書にはパネル

による事実認定及び結論が記述されており、当事国は、

中間報告書において初めて自国の主張が認められたか

否かについて知ることができる。中間報告書の内容に

ついて、当事国は技術的な部分について意見を提出し、

修正を求めることができる。

⑥最終報告書

において、パネルの構成及び付託事項について

合意された日から最終報告書が当事国に送付されるま

で「原則として か月を超えない」とされている（

第 条 ）。パネルが か月以内に報告書を送付する

ことができない場合には、送付するまでに要する期間

の見込みとともに遅延の理由を書面により に通報

する（ 第 条 ）。案件が高度に技術的で事実認

定が困難なものや、解釈の難しい法的論点が争点とな

っている等の事情により、パネルにおける審理期間が

か月を超える例が近年増加する傾向にある。

中間報告書が当事国により確認された後、通常はそ

れほど間を空けずに、最終報告書が、まず当事国に配

布され（秘密扱い）、その後 公用語（英語、フラ

ンス語、スペイン語）への翻訳作業を経て加盟国に配

布及び公開される。

パネル報告書は、結論部分にパネルの判断と問題と

された措置の是正に関する勧告が記載されている。こ

の結論は において「ネガティブ・コンセンサス方

式」による採択に付され、法的な拘束力を持つ「勧告

及び決定」（ ）となる。

報告書の採択は、報告書の加盟国配布から 日目以

降 日目までに行われる（ 第 条 及び第 条

）。

（４）上訴（上級委員会による検討）

当事国がパネル報告書の論旨に異議がある場合、当

事国はパネルによる法的解釈の妥当性について上級委

員会で改めて審理を行うよう要請することができる

（ 第 条 ）。上級委員会は、法律、国際貿易及

び対象協定が対象とする問題一般についての専門知識

により権威を有すると認められた、 全加盟国を代

表し得る常任の 人の委員で構成されている委員会で、

案件ごとに 人の上級委員が担当する（ 第 条 、

第 条 ）。上級委員は、 における全加盟国のコ

ンセンサスによって選任される。任期は 年であり、

回に限り再任されることができる（ 第 条 ）。

上訴通知（ ）は、遅くともパネル

報告書が採択される予定の 会合開催前までに提出

する必要があり、パネル報告書の採択が、報告書の加

盟国配布から 日以内に行うことを義務づけている

ことから、上訴も同 日内に行うこととなる（ 第

条 ）。

上級委員会への申立ては、パネル報告において対象

とされた法的な問題及びパネルが行った法的解釈に限

定され（ 第 条 ）、原則としてパネルが行った

事実認定を争うことはできない。法的解釈と事実認定

については、「特定の出来事がある時間及び空間にお

いて起きたかどうかの決定は典型的な事実問題である。

第 部 協定と主要ケース

する国は、第三国として参加を要請することができる。

被申立国が、第三国参加要請国の「実質的な貿易上の

利害関係」に十分な理由があると認める場合には、当

該第三国は協議に参加することができるとされている

（ 第 条 ）。

（３）小委員会（パネル）手続

①パネル設置

紛争解決手続においては、被申立国が協議の要

請を受けた日の後 日以内に協議によって紛争を解

決することができない場合には、申立国は紛争解決機

関（ ）に対し、文書で

小委員会（パネル）の設置を要請できる（ 第 条

、第 条 ）。パネル設置を要請する文書には、協議

が行われたという事実の有無及び問題となっている特

定の措置を明記するとともに、申立ての法的根拠につ

いて簡潔な要約を記載する必要がある（ 第 条 ）。

パネル設置要請文書の内容は、パネルの付託事項

（ ）を決定する効果があるので、

極めて重要である。

の意思決定は原則コンセンサス方式とされてい

るものの、小委員会の設置（第 条 ）、小委員会及

び上級委員会の報告の採択（第 条 、第 条 ）、

対象協定に基づく譲許その他の義務の停止の承認（第

条 ）に関しては、 の会合に出席している加盟

国のすべてが反対しない限り決定が行われる、いわゆ

る「ネガティブ・コンセンサス方式」が採用されてい

る。小委員会の設置については、 第 条 に「小

委員会を設置しないことが紛争解決機関の会合におい

てコンセンサス方式によって決定されない限り、遅く

とも当該要請が初めて議事日程に掲げられた同機関の

会合の次の会合において、小委員会を設置する」と規

定されている。

被申立国は、パネルの設置に関して 回だけ拒否権

を行使できることとなっており（ 第 条 ）、ほと

んどの場合、第 回目のパネル設置要請については同

意しない。このため、多くの場合、当該案件が議題と

して登録された 回目の 会合においてパネルが設

置されることとなる。

当該案件に実質的な利害関係を有するとして第三

国参加を希望する加盟国は、パネル設置後 日以内

に、その意思を表明する必要がある。

②パネル構成

パネルが設置された後は、パネリストの選任手続に

進むことになる。パネリストの選任は、通常 事務

局によるパネリスト指名の提案に基づいて行われる

（ 第 条 ）。

一般的には、 事務局が当事国を招集し、出身地

域、職歴、専門性等、どのような条件のパネリストが

望ましいか又は望ましくないかについて両当事国から

聴取する。その後、事務局は、 名程度のパネリスト

候補者の名前と略歴が記されたリストを作成し、両当

事国に対して提示する。紛争当事国及び第三国参加し

た国の国民は、紛争当事国が別段の合意を行った場合

を除いて、パネリストを務めることはできないとされ

ている（ 第 条 ）。

「紛争当事国は、やむを得ない理由がある場合を除

くほか、指名に反対してはならない」（ 第 条 ）

とされているものの、反対の理由がやむを得ないか否

かについては緩やかに解釈されているため、事務局か

ら数度にわたって候補者が提示されても双方から受け

入れられない場合も多い。

パネル設置の後 日以内にパネリストについて合

意がなされない場合、事務局長が当事国等と協議の後、

パネリストを決定することとなっている（ 第 条

）。

③意見書の提出

パネルが構成されると、パネリスト、事務局及び当

事国が参加し、パネル手続の日程及び検討手続を確定

するためのパネル組織会合が開催される。続いて、パ

ネルの構成から 週間ないし 週間を経て、申立国は、

問題の事実関係及び自国の主張を示す意見書をパネル

に提出する。また、申立国の意見書受理後、 週間な

いし 週間を経て、被申立国は意見書をパネルに提出

する（ 附属書三の ）。意見書の構成について

において特段の規定はないが、①序論、②背景となる

事実、③手続的論点、④法的主張、⑤結論、の つか

ら構成されている例が多い。

意見書の公開については、「小委員会の審議及び小

委員会に提出された文書は、秘密のものとして取り扱

われる。この了解のいかなる規定も、紛争当事国が自

国の立場についての陳述を公開することを妨げるもの

ではない」（ 附属書三の ）と規定されており、当

事国が自らの意見書を公開することは認められている。

実際に、米国や は自国の意見書の多くを公開して
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いるほか、我が国も自国の意見書の一部について、ウ

ェブ上で公開している。

④パネル会合

パネル会合は通常 回行われる。パネル会合は、法

廷のような特別の設備において行われるわけではなく、

建物内の通常の会議室を用いて行われ、慣行によ

り、他の における会議と同様、原則、非公開とさ

れている。パネル会合は通常、 ～ 日間開催される。

第 回パネル会合は、被申立国からの意見書受理後

～ 週間後に開催される（ 附属書Ⅲの ）。第

回パネル会合は、はじめにパネル議長から会合の進め

方について簡単な説明が行われ、続いて申立国、被申

立国の順に提出した意見書についての口頭陳述が行わ

れる。その後、パネルから当事国に対して質疑応答等

が行われるほか、当事国間で質疑応答が行われる場合

もある。次に第三国会合が開催され、第三国のステー

トメント、質疑応答の順で進行される。原則として第

三国参加国が参加できるのは第三国会合のみであり、

当事国会合には参加できない。

第 回パネル会合は、第 回パネル会合開催後、通

常 か月から か月後に開催される。第 回パネル会

合では、主に第 回パネル会合における相手国の主張

に対する反論が行われる。第 回パネル会合と異なり、

第 回パネル会合の際に第三国会合は行われないほか、

当事国で特別な合意を行わない限り、第三国参加国は、

意見書の提出も行うことができず、当事国が提出する

意見書も入手することもできない。

⑤中間報告書

第 回パネル会合後、パネルから当事国へ中間報告

書（秘密扱い）が送付される。中間報告書にはパネル

による事実認定及び結論が記述されており、当事国は、

中間報告書において初めて自国の主張が認められたか

否かについて知ることができる。中間報告書の内容に

ついて、当事国は技術的な部分について意見を提出し、

修正を求めることができる。

⑥最終報告書

において、パネルの構成及び付託事項について

合意された日から最終報告書が当事国に送付されるま

で「原則として か月を超えない」とされている（

第 条 ）。パネルが か月以内に報告書を送付する

ことができない場合には、送付するまでに要する期間

の見込みとともに遅延の理由を書面により に通報

する（ 第 条 ）。案件が高度に技術的で事実認

定が困難なものや、解釈の難しい法的論点が争点とな

っている等の事情により、パネルにおける審理期間が

か月を超える例が近年増加する傾向にある。

中間報告書が当事国により確認された後、通常はそ

れほど間を空けずに、最終報告書が、まず当事国に配

布され（秘密扱い）、その後 公用語（英語、フラ

ンス語、スペイン語）への翻訳作業を経て加盟国に配

布及び公開される。

パネル報告書は、結論部分にパネルの判断と問題と

された措置の是正に関する勧告が記載されている。こ

の結論は において「ネガティブ・コンセンサス方

式」による採択に付され、法的な拘束力を持つ「勧告

及び決定」（ ）となる。

報告書の採択は、報告書の加盟国配布から 日目以

降 日目までに行われる（ 第 条 及び第 条

）。

（４）上訴（上級委員会による検討）

当事国がパネル報告書の論旨に異議がある場合、当

事国はパネルによる法的解釈の妥当性について上級委

員会で改めて審理を行うよう要請することができる

（ 第 条 ）。上級委員会は、法律、国際貿易及

び対象協定が対象とする問題一般についての専門知識

により権威を有すると認められた、 全加盟国を代

表し得る常任の 人の委員で構成されている委員会で、

案件ごとに 人の上級委員が担当する（ 第 条 、

第 条 ）。上級委員は、 における全加盟国のコ

ンセンサスによって選任される。任期は 年であり、

回に限り再任されることができる（ 第 条 ）。

上訴通知（ ）は、遅くともパネル

報告書が採択される予定の 会合開催前までに提出

する必要があり、パネル報告書の採択が、報告書の加

盟国配布から 日以内に行うことを義務づけている

ことから、上訴も同 日内に行うこととなる（ 第

条 ）。

上級委員会への申立ては、パネル報告において対象

とされた法的な問題及びパネルが行った法的解釈に限

定され（ 第 条 ）、原則としてパネルが行った

事実認定を争うことはできない。法的解釈と事実認定

については、「特定の出来事がある時間及び空間にお

いて起きたかどうかの決定は典型的な事実問題である。

第 部 協定と主要ケース

する国は、第三国として参加を要請することができる。

被申立国が、第三国参加要請国の「実質的な貿易上の

利害関係」に十分な理由があると認める場合には、当

該第三国は協議に参加することができるとされている

（ 第 条 ）。

（３）小委員会（パネル）手続

①パネル設置

紛争解決手続においては、被申立国が協議の要

請を受けた日の後 日以内に協議によって紛争を解

決することができない場合には、申立国は紛争解決機

関（ ）に対し、文書で

小委員会（パネル）の設置を要請できる（ 第 条

、第 条 ）。パネル設置を要請する文書には、協議

が行われたという事実の有無及び問題となっている特

定の措置を明記するとともに、申立ての法的根拠につ

いて簡潔な要約を記載する必要がある（ 第 条 ）。

パネル設置要請文書の内容は、パネルの付託事項

（ ）を決定する効果があるので、

極めて重要である。

の意思決定は原則コンセンサス方式とされてい

るものの、小委員会の設置（第 条 ）、小委員会及

び上級委員会の報告の採択（第 条 、第 条 ）、

対象協定に基づく譲許その他の義務の停止の承認（第

条 ）に関しては、 の会合に出席している加盟

国のすべてが反対しない限り決定が行われる、いわゆ

る「ネガティブ・コンセンサス方式」が採用されてい

る。小委員会の設置については、 第 条 に「小

委員会を設置しないことが紛争解決機関の会合におい

てコンセンサス方式によって決定されない限り、遅く

とも当該要請が初めて議事日程に掲げられた同機関の

会合の次の会合において、小委員会を設置する」と規

定されている。

被申立国は、パネルの設置に関して 回だけ拒否権

を行使できることとなっており（ 第 条 ）、ほと

んどの場合、第 回目のパネル設置要請については同

意しない。このため、多くの場合、当該案件が議題と

して登録された 回目の 会合においてパネルが設

置されることとなる。

当該案件に実質的な利害関係を有するとして第三

国参加を希望する加盟国は、パネル設置後 日以内

に、その意思を表明する必要がある。

②パネル構成

パネルが設置された後は、パネリストの選任手続に

進むことになる。パネリストの選任は、通常 事務

局によるパネリスト指名の提案に基づいて行われる

（ 第 条 ）。

一般的には、 事務局が当事国を招集し、出身地

域、職歴、専門性等、どのような条件のパネリストが

望ましいか又は望ましくないかについて両当事国から

聴取する。その後、事務局は、 名程度のパネリスト

候補者の名前と略歴が記されたリストを作成し、両当

事国に対して提示する。紛争当事国及び第三国参加し

た国の国民は、紛争当事国が別段の合意を行った場合

を除いて、パネリストを務めることはできないとされ

ている（ 第 条 ）。

「紛争当事国は、やむを得ない理由がある場合を除

くほか、指名に反対してはならない」（ 第 条 ）

とされているものの、反対の理由がやむを得ないか否

かについては緩やかに解釈されているため、事務局か

ら数度にわたって候補者が提示されても双方から受け

入れられない場合も多い。

パネル設置の後 日以内にパネリストについて合

意がなされない場合、事務局長が当事国等と協議の後、

パネリストを決定することとなっている（ 第 条

）。

③意見書の提出

パネルが構成されると、パネリスト、事務局及び当

事国が参加し、パネル手続の日程及び検討手続を確定

するためのパネル組織会合が開催される。続いて、パ

ネルの構成から 週間ないし 週間を経て、申立国は、

問題の事実関係及び自国の主張を示す意見書をパネル

に提出する。また、申立国の意見書受理後、 週間な

いし 週間を経て、被申立国は意見書をパネルに提出

する（ 附属書三の ）。意見書の構成について

において特段の規定はないが、①序論、②背景となる

事実、③手続的論点、④法的主張、⑤結論、の つか

ら構成されている例が多い。

意見書の公開については、「小委員会の審議及び小

委員会に提出された文書は、秘密のものとして取り扱

われる。この了解のいかなる規定も、紛争当事国が自

国の立場についての陳述を公開することを妨げるもの

ではない」（ 附属書三の ）と規定されており、当

事国が自らの意見書を公開することは認められている。

実際に、米国や は自国の意見書の多くを公開して

381

　　　　　　　　　第17
章
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続

　　　第
Ⅱ
部



第１７章 の紛争解決手続

何回でも提起することが可能であるほか、 上に特

段の規定はないものの、実際には上級委員会における

審理も行われている。

（７）譲許停止（対抗措置）

申立国は、自国の利益を侵害した相手国がパネル勧

告を妥当な期間内に履行しない場合であって、当該相

手国と代償について合意に至らない場合には、 の

承認を得て譲許の停止等の対抗措置を実施することが

できる（ 第 条 ）。具体的には、「妥当な期間」

内に履行のための措置が実施されなかった場合や、履

行確認パネル・上級委員会によって、被申立国が勧告

を十分履行していないことが確定した場合、申立国は

に対して、被申立国に対する対象協定に基づく譲

許その他の義務の停止（対抗措置）を申請することが

できる（ 第 条 ）（過去の対抗措置承認申請に

ついては図表 － 参照）。

ただし、対抗措置の承認にあたっては、対抗措置の

分野・程度に関する原則が定められており、紛争分野

（セクター）と同一の分野での措置を優先することや、

「無効化・侵害」の程度と同等のものであること等が

条件となっている（ 第 条 、第 条 ）。

一方、同一分野での譲許その他の義務の停止ができな

い、あるいは効果的でないと認める場合には、同一の

協定その他の分野に関する譲許その他の義務の停止を

試みることができることとなっている（ 第 条

（ ））。更に、同一の協定その他の分野に関する譲許

その他の義務を停止できない、あるいは効果的でなく、

かつ、十分重大な事態が存在すると認める場合には、

その他の協定に関する譲許その他の義務の停止を試み

ることができる（ 第 条 （ ））。特に後者は、

「クロス・リタリエーション」と呼ばれ、例えば、知

的財産について規定している 協定違反の措置に

対抗して、 に係る関税の譲許を停止する対抗措置

をとる例が挙げられる。このクロス・リタリエーショ

ンは、 紛争解決手続における特徴の つとされて

おり、 協定が、物品の貿易だけでなく、サービス

貿易や知的財産権の貿易についても規律の対象とする

こととなったことに伴って導入されたものである（た

だし、その特則として政府調達協定 条 は「クロ

ス・リタリエーション」を禁止しており、同協定以外

の協定に関する紛争によって政府調達協定の譲許その

他の義務を停止することはできず、また、政府調達協

定に関する紛争によって同協定以外の協定の譲許その

他の義務を停止することはできないとされている。）。

なお、承認申請された対抗措置の内容・程度につい

て疑義のある場合、被申立国はその妥当性を判断する

ために仲裁を要請することができる（ 第 条 ）。

仲裁が行われた場合、仲裁の裁定が出された後に、そ

の内容を踏まえて再度対抗措置の承認申請が行われ、

においてネガティブ・コンセンサス方式によって

承認されることとなる（ 第 条 ）。

２． 改正交渉について

上記のとおり、 の紛争処理の実効性は、 時

代のそれと比較して、格段に向上した。しかしながら、

紛争案件の量的・質的拡大に伴うパネル・上級委の負

担の増大や、 の手続面の不備など、 制定時には

明らかでなかった問題点が表面化してきていることも

事実である。これらの問題点について検討を行ってい

るのが の改善と明確化に関する交渉（ 改正交

渉）である。

改正交渉は、 年のマラケシュ閣僚宣言に基

づき、 年より の条文改正を目指し、紛争解決

機関（ ）特別会合において交渉が開始された。とり

わけドーハ閣僚会議の直前である 年 月には、

日本、カナダ等の か国から、①シークエンス（履行

確認パネルと譲許停止（対抗措置）の順序）の明確化、

②紛争解決手続期間の短縮、③第三国の権限強化等を

内容とする共同提案が一般理事会に対して提出された。

このような 改正に関する活発な議論を背景に、

シングルアンダーテイキング（一括受諾）の枠外とし

てではあるものの、 改正交渉がドーハ閣僚宣言に

盛り込まれ、その交渉期限は 年 月に設定され

た（ドーハ閣僚宣言パラグラフ ）。ドーハ閣僚宣言

後、各国から多種多様な野心的提案が相次いだことも

あり、期限である 年 月までに交渉はまとまら

ず、 年 月の一般理事会で採択された枠組み合意

第 部 協定と主要ケース

…しかしながら、所与の事実又は一連の事実が所与の

条約の規定の要件に合致するかしないかは、法的性格

付けの問題であり、法的問題である」とする先例があ

る（ －ホルモンケース（ ））。

上訴が行われると、上級委員会から手続日程が提示

される。上級委員会手続には主な手続として、①上訴

国意見書提出、②被上訴国・第三国参加国意見書提出、

③上級委員会会合（口頭聴聞）、の つがあり、①上

訴国意見書提出は上訴通知日と同時、②被上訴国意見

書提出は上訴通知日から 日以内、第三国参加国意

見書提出は上訴通知日から 日以内、③上級委員会

会合（口頭聴聞）は上訴通知日から ～ 日以内とな

っている（上級委員会検討手続（ ）パラグ

ラフ 、 、 、 ）。なお、上級委員会手続におけ

る第三国参加については、パネル手続において第三国

参加していたことが必要とされている（ 第 条

）。第三国参加国は、意見書の提出及び上級委員会会

合への出席が認められる。

上級委員会会合は、原則として①上訴国、②被上訴

国、③第三国参加国の順でそれぞれの主張を口頭で陳

述する。続いて、上級委員より、当事国・第三国に対

して質問が行われ、それに対して回答が求められる。

質問は上級委員主導で行われ、当事国同士の質問は通

常認められない。上級委員からの質疑応答が終了する

と、通常、最後に、当事国・第三国に意見陳述の機会

が与えられる。

上級委員会会合を経て、上級委員会は、上訴通知日

から原則 日以内、遅くとも 日以内に上級委員会

報告書を加盟国に配布する（ 第 条 ）。なお、

パネル手続と異なり、上級委員会手続においては中間

報告書についての規定は存在しない。

（５）報告書採択

パネル、又は上級委員会における検討の結果作成さ

れる報告書は、 によって採択される。パネル報告

書の採択については、 において「加盟国にその検

討のための十分な時間を与えるため、報告が加盟国に

配布された日の後 日間は紛争解決機関により採択

のために検討されてはならない」（ 第 条 ）と

されている一方、「加盟国への送付の後 日以内に紛

争解決機関の会合において採択される」と規定されて

いる（ 第 条 ）。上級委員会報告書の採択につ

いては、 において「加盟国への送付の後 日以内

に採択する」とされており（ 第 条 ）、パネル

報告書とともに 会合で採択され、 の勧告及び

決定となる。

（６）勧告の実施

被申立国は、措置の是正を勧告する報告書が採択さ

れた日から 日以内に開催される 会合で、報告

書における勧告を履行する意思を表明することとされ

ている（ 第 条 ）。被申立国が報告書における

勧告を速やかに実施することができない場合には、履

行のための「妥当な期間」（

、 ）が与えられることとなっている（ 第

条 ）。「妥当な期間」は、当事国間で合意することも

可能だが（ 第 条 ）、合意ができない場合に

は、期間を決定するための仲裁を求めることができる

（ 第 条 ）。通常、当該案件を審理した上級

委員から選任される仲裁人は、報告書採択から 日

以内に、「妥当な期間」についての裁定を行うことと

されている（ 第 条 ）。また、報告書におけ

る勧告を履行するのに必要な「妥当な期間」について

は、報告書採択から原則 か月を超えるべきではな

いとされている（ 第 条 ）。 は、報告書

採択の後、勧告の実施を監視することとされており、

関係加盟国は、一定期間経過後当該問題の解決まで、

勧告の実施の進展につき 会合で定期的に報告を提

出する（ 第 条 ）。

パネル・上級委員会の勧告は、通常、「問題の措置

を協定整合的に改めるよう」指示するにとどまり、具

体的な履行方法までは示さないことが慣行となってい

るため、被申立国が履行のためにとった措置の有無や

その 協定整合性について、申立国と被申立国との

間で意見の対立をみることも少なくない。この点、

は「勧告及び裁定を実施するためにとられた措置の有

無又は当該措置と対象協定との適合性について意見の

相違がある場合」、履行確認のためのパネルを設置す

ることを認めている（ 第 条 ）。この履行確認

パネルは、通常、当該案件の原パネルを担当したパネ

リストによって構成され、問題がパネルに付託された

日から 日以内に報告を出すこととされている（

第 条 ）。履行確認パネルは、通常のパネル手続と

異なり、パネル設置に先立って協議を行う必要はなく、

パネル会合は通常 回しか開催されない。また、履行

確認パネルは、履行の有無等について疑義がある場合、
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何回でも提起することが可能であるほか、 上に特

段の規定はないものの、実際には上級委員会における

審理も行われている。

（７）譲許停止（対抗措置）

申立国は、自国の利益を侵害した相手国がパネル勧

告を妥当な期間内に履行しない場合であって、当該相

手国と代償について合意に至らない場合には、 の

承認を得て譲許の停止等の対抗措置を実施することが

できる（ 第 条 ）。具体的には、「妥当な期間」

内に履行のための措置が実施されなかった場合や、履

行確認パネル・上級委員会によって、被申立国が勧告

を十分履行していないことが確定した場合、申立国は

に対して、被申立国に対する対象協定に基づく譲

許その他の義務の停止（対抗措置）を申請することが

できる（ 第 条 ）（過去の対抗措置承認申請に

ついては図表 － 参照）。

ただし、対抗措置の承認にあたっては、対抗措置の

分野・程度に関する原則が定められており、紛争分野

（セクター）と同一の分野での措置を優先することや、

「無効化・侵害」の程度と同等のものであること等が

条件となっている（ 第 条 、第 条 ）。

一方、同一分野での譲許その他の義務の停止ができな

い、あるいは効果的でないと認める場合には、同一の

協定その他の分野に関する譲許その他の義務の停止を

試みることができることとなっている（ 第 条

（ ））。更に、同一の協定その他の分野に関する譲許

その他の義務を停止できない、あるいは効果的でなく、

かつ、十分重大な事態が存在すると認める場合には、

その他の協定に関する譲許その他の義務の停止を試み

ることができる（ 第 条 （ ））。特に後者は、

「クロス・リタリエーション」と呼ばれ、例えば、知

的財産について規定している 協定違反の措置に

対抗して、 に係る関税の譲許を停止する対抗措置

をとる例が挙げられる。このクロス・リタリエーショ

ンは、 紛争解決手続における特徴の つとされて

おり、 協定が、物品の貿易だけでなく、サービス

貿易や知的財産権の貿易についても規律の対象とする

こととなったことに伴って導入されたものである（た

だし、その特則として政府調達協定 条 は「クロ

ス・リタリエーション」を禁止しており、同協定以外

の協定に関する紛争によって政府調達協定の譲許その

他の義務を停止することはできず、また、政府調達協

定に関する紛争によって同協定以外の協定の譲許その

他の義務を停止することはできないとされている。）。

なお、承認申請された対抗措置の内容・程度につい

て疑義のある場合、被申立国はその妥当性を判断する

ために仲裁を要請することができる（ 第 条 ）。

仲裁が行われた場合、仲裁の裁定が出された後に、そ

の内容を踏まえて再度対抗措置の承認申請が行われ、

においてネガティブ・コンセンサス方式によって

承認されることとなる（ 第 条 ）。

２． 改正交渉について

上記のとおり、 の紛争処理の実効性は、 時

代のそれと比較して、格段に向上した。しかしながら、

紛争案件の量的・質的拡大に伴うパネル・上級委の負

担の増大や、 の手続面の不備など、 制定時には

明らかでなかった問題点が表面化してきていることも

事実である。これらの問題点について検討を行ってい

るのが の改善と明確化に関する交渉（ 改正交

渉）である。

改正交渉は、 年のマラケシュ閣僚宣言に基

づき、 年より の条文改正を目指し、紛争解決

機関（ ）特別会合において交渉が開始された。とり

わけドーハ閣僚会議の直前である 年 月には、

日本、カナダ等の か国から、①シークエンス（履行

確認パネルと譲許停止（対抗措置）の順序）の明確化、

②紛争解決手続期間の短縮、③第三国の権限強化等を

内容とする共同提案が一般理事会に対して提出された。

このような 改正に関する活発な議論を背景に、

シングルアンダーテイキング（一括受諾）の枠外とし

てではあるものの、 改正交渉がドーハ閣僚宣言に

盛り込まれ、その交渉期限は 年 月に設定され

た（ドーハ閣僚宣言パラグラフ ）。ドーハ閣僚宣言

後、各国から多種多様な野心的提案が相次いだことも

あり、期限である 年 月までに交渉はまとまら

ず、 年 月の一般理事会で採択された枠組み合意

第 部 協定と主要ケース

…しかしながら、所与の事実又は一連の事実が所与の

条約の規定の要件に合致するかしないかは、法的性格

付けの問題であり、法的問題である」とする先例があ

る（ －ホルモンケース（ ））。

上訴が行われると、上級委員会から手続日程が提示

される。上級委員会手続には主な手続として、①上訴

国意見書提出、②被上訴国・第三国参加国意見書提出、

③上級委員会会合（口頭聴聞）、の つがあり、①上

訴国意見書提出は上訴通知日と同時、②被上訴国意見

書提出は上訴通知日から 日以内、第三国参加国意

見書提出は上訴通知日から 日以内、③上級委員会

会合（口頭聴聞）は上訴通知日から ～ 日以内とな

っている（上級委員会検討手続（ ）パラグ

ラフ 、 、 、 ）。なお、上級委員会手続におけ

る第三国参加については、パネル手続において第三国

参加していたことが必要とされている（ 第 条

）。第三国参加国は、意見書の提出及び上級委員会会

合への出席が認められる。

上級委員会会合は、原則として①上訴国、②被上訴

国、③第三国参加国の順でそれぞれの主張を口頭で陳

述する。続いて、上級委員より、当事国・第三国に対

して質問が行われ、それに対して回答が求められる。

質問は上級委員主導で行われ、当事国同士の質問は通

常認められない。上級委員からの質疑応答が終了する

と、通常、最後に、当事国・第三国に意見陳述の機会

が与えられる。

上級委員会会合を経て、上級委員会は、上訴通知日

から原則 日以内、遅くとも 日以内に上級委員会

報告書を加盟国に配布する（ 第 条 ）。なお、

パネル手続と異なり、上級委員会手続においては中間

報告書についての規定は存在しない。

（５）報告書採択

パネル、又は上級委員会における検討の結果作成さ

れる報告書は、 によって採択される。パネル報告

書の採択については、 において「加盟国にその検

討のための十分な時間を与えるため、報告が加盟国に

配布された日の後 日間は紛争解決機関により採択

のために検討されてはならない」（ 第 条 ）と

されている一方、「加盟国への送付の後 日以内に紛

争解決機関の会合において採択される」と規定されて

いる（ 第 条 ）。上級委員会報告書の採択につ

いては、 において「加盟国への送付の後 日以内

に採択する」とされており（ 第 条 ）、パネル

報告書とともに 会合で採択され、 の勧告及び

決定となる。

（６）勧告の実施

被申立国は、措置の是正を勧告する報告書が採択さ

れた日から 日以内に開催される 会合で、報告

書における勧告を履行する意思を表明することとされ

ている（ 第 条 ）。被申立国が報告書における

勧告を速やかに実施することができない場合には、履

行のための「妥当な期間」（

、 ）が与えられることとなっている（ 第

条 ）。「妥当な期間」は、当事国間で合意することも

可能だが（ 第 条 ）、合意ができない場合に

は、期間を決定するための仲裁を求めることができる

（ 第 条 ）。通常、当該案件を審理した上級

委員から選任される仲裁人は、報告書採択から 日

以内に、「妥当な期間」についての裁定を行うことと

されている（ 第 条 ）。また、報告書におけ

る勧告を履行するのに必要な「妥当な期間」について

は、報告書採択から原則 か月を超えるべきではな

いとされている（ 第 条 ）。 は、報告書

採択の後、勧告の実施を監視することとされており、

関係加盟国は、一定期間経過後当該問題の解決まで、

勧告の実施の進展につき 会合で定期的に報告を提

出する（ 第 条 ）。

パネル・上級委員会の勧告は、通常、「問題の措置

を協定整合的に改めるよう」指示するにとどまり、具

体的な履行方法までは示さないことが慣行となってい

るため、被申立国が履行のためにとった措置の有無や

その 協定整合性について、申立国と被申立国との

間で意見の対立をみることも少なくない。この点、

は「勧告及び裁定を実施するためにとられた措置の有

無又は当該措置と対象協定との適合性について意見の

相違がある場合」、履行確認のためのパネルを設置す

ることを認めている（ 第 条 ）。この履行確認

パネルは、通常、当該案件の原パネルを担当したパネ

リストによって構成され、問題がパネルに付託された

日から 日以内に報告を出すこととされている（

第 条 ）。履行確認パネルは、通常のパネル手続と

異なり、パネル設置に先立って協議を行う必要はなく、

パネル会合は通常 回しか開催されない。また、履行

確認パネルは、履行の有無等について疑義がある場合、
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第１７章 の紛争解決手続

案 件 名 協議要請
パネル設置

決定
報告書採択 結 論

米国の 年アンチ・ダンピング法

（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

米国の日本製熱延鋼板に対するア

ンチ・ダンピング措置（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

（履行期間を徒過しても

未だ一部について履行が

実施されていない）

米国 年関税法改正条項

（バード修正条項、 ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

（履行期間を徒過しても

履行が実施されていない）

米国サンセット条項（ ） （上級委報告

書採択）

我が国の主張容認されず

米国の鉄鋼製品に対するセーフガ

ード措置（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

米国のアンチ・ダンピング行政見直

し等におけるゼロイング（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

米国のアンチ・ダンピング行政見直

し等におけるゼロイング（ ）

（履行確認パネル）

― （上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

の 製品の関税上の取扱い

（ ）
（パネル報告

書採択）

我が国の主張容認

カナダ・オンタリオ州のローカルコ

ンテント措置（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

中国のレアアース、タングステン及

びモリブデンの輸出に関する措置

（ ）

（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

アルゼンチンの輸入制限措置

（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

中国の日本製高性能ステンレス継

目無鋼管に対するアンチ・ダンピン （上級委報告
我が国の主張容認

第 部 協定と主要ケース

において、 改正交渉の継続が確認されている。こ

の一般理事会以降、カナダ、ノルウェーを中心とした

か国による①シークエンス、②対抗措置の解除手続

等に絞り込んだペーパーをたたき台とした議論が行わ

れ、香港閣僚宣言において「交渉の早期妥結に向けて

作業を継続する」方針が確認された（香港閣僚宣言パ

ラグラフ ）。

現在、現行 は比較的良く機能しており、改正は

必要最小限のものにとどめるべきとの基本認識に基づ

いて、本交渉の参加国の間で議論が継続されている。

例えば、現在議論されている各国の提案には、我が国

と による「ポストリタリエーション（対抗措置の解

除に係る手続）」及び「シークエンス（「紛争の敗訴

国が紛争解決機関（ ）の勧告を履行しているか否か

の判断」と「勧告を履行していないことを理由とした

勝訴国の敗訴国に対する制裁措置の発動」の順序を明

らかにすること）」に関する共同提案、米国による「紛

争解決手続の透明性の確保」（パネル審理や意見書の

公開）、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル等 か国

による「第三国参加権の拡大」に関する共同提案等が

存在する。

３． 紛争解決手続の利用実態

旧 時代から、協議・小委員会手続を中心とする

紛争解決手続は、時期により多少の違いはあるものの、

比較的よく利用されてきた。パネル設置件数について

見れば、 年代には少なかったが、 年代後半か

ら急増している。その後 年 月の 発足以来、

の紛争解決手続は一層頻繁に利用されている。

年の 発足から 年 月末まで、 紛争

解決手続の下で 件（協議要請数）の紛争案件が提

起された（図表 － 参照）。

４．我が国が関与する紛争案件（ 発足後）

（１）我が国が申立てた紛争案件

案 件 名 協議要請
パネル設置

決定
報告書採択 結 論

米国通商法 条に基づく一方的措

置（自動車 ％関税賦課等、 ）
― ―

二国間合意により終了

（ ）（一方的措置の

発動は回避）

ブラジル自動車政策（ ） ― ―
協議中断（ブラジルが事実

上措置撤廃）

インドネシア自動車政策（ ）

（ ）
（パネル報告

書採択）

我が国の主張容認

米国の地方政府の調達手続問題

（ ）
―

パネル消滅（ ）（米

国内で違憲判決）

カナダの自動車政策に係る措置

（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認
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第１７章 の紛争解決手続

案 件 名 協議要請
パネル設置

決定
報告書採択 結 論

米国の 年アンチ・ダンピング法

（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

米国の日本製熱延鋼板に対するア

ンチ・ダンピング措置（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

（履行期間を徒過しても

未だ一部について履行が

実施されていない）

米国 年関税法改正条項

（バード修正条項、 ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

（履行期間を徒過しても

履行が実施されていない）

米国サンセット条項（ ） （上級委報告

書採択）

我が国の主張容認されず

米国の鉄鋼製品に対するセーフガ

ード措置（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

米国のアンチ・ダンピング行政見直

し等におけるゼロイング（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

米国のアンチ・ダンピング行政見直

し等におけるゼロイング（ ）

（履行確認パネル）

― （上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

の 製品の関税上の取扱い

（ ）
（パネル報告

書採択）

我が国の主張容認

カナダ・オンタリオ州のローカルコ

ンテント措置（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

中国のレアアース、タングステン及

びモリブデンの輸出に関する措置

（ ）

（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

アルゼンチンの輸入制限措置

（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

中国の日本製高性能ステンレス継

目無鋼管に対するアンチ・ダンピン （上級委報告
我が国の主張容認

第 部 協定と主要ケース

において、 改正交渉の継続が確認されている。こ

の一般理事会以降、カナダ、ノルウェーを中心とした

か国による①シークエンス、②対抗措置の解除手続

等に絞り込んだペーパーをたたき台とした議論が行わ

れ、香港閣僚宣言において「交渉の早期妥結に向けて

作業を継続する」方針が確認された（香港閣僚宣言パ

ラグラフ ）。

現在、現行 は比較的良く機能しており、改正は

必要最小限のものにとどめるべきとの基本認識に基づ

いて、本交渉の参加国の間で議論が継続されている。

例えば、現在議論されている各国の提案には、我が国

と による「ポストリタリエーション（対抗措置の解

除に係る手続）」及び「シークエンス（「紛争の敗訴

国が紛争解決機関（ ）の勧告を履行しているか否か

の判断」と「勧告を履行していないことを理由とした

勝訴国の敗訴国に対する制裁措置の発動」の順序を明

らかにすること）」に関する共同提案、米国による「紛

争解決手続の透明性の確保」（パネル審理や意見書の

公開）、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル等 か国

による「第三国参加権の拡大」に関する共同提案等が

存在する。

３． 紛争解決手続の利用実態

旧 時代から、協議・小委員会手続を中心とする

紛争解決手続は、時期により多少の違いはあるものの、

比較的よく利用されてきた。パネル設置件数について

見れば、 年代には少なかったが、 年代後半か

ら急増している。その後 年 月の 発足以来、

の紛争解決手続は一層頻繁に利用されている。

年の 発足から 年 月末まで、 紛争

解決手続の下で 件（協議要請数）の紛争案件が提

起された（図表 － 参照）。

４．我が国が関与する紛争案件（ 発足後）

（１）我が国が申立てた紛争案件

案 件 名 協議要請
パネル設置

決定
報告書採択 結 論

米国通商法 条に基づく一方的措

置（自動車 ％関税賦課等、 ）
― ―

二国間合意により終了

（ ）（一方的措置の

発動は回避）

ブラジル自動車政策（ ） ― ―
協議中断（ブラジルが事実

上措置撤廃）

インドネシア自動車政策（ ）

（ ）
（パネル報告

書採択）

我が国の主張容認

米国の地方政府の調達手続問題

（ ）
―

パネル消滅（ ）（米

国内で違憲判決）

カナダの自動車政策に係る措置

（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認
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第１７章 の紛争解決手続

案 件 名 申立国 協議要請 報告書採択 結 論

了

豚肉輸入に係る措置（ ） ―
協議段階で実質的には終

了

運輸多目的衛星用衛星航法補強シ

ステム調達（ ）
―

二国間合意により終了

（ ）

リンゴ等農産品に係る輸入検疫

（ ）
米国 （上級委報告

書採択）

我が国の主張が容認され

ず

皮革に係る関税割当制度及び補助

金（ ）
―

協議段階で実質的には終

了

リンゴの輸入に係る措置（ ） 米国 （上級委報告

書採択）

我が国の主張が容認され

ず

のりの輸入割当（ ） 韓国

（案件の経緯

のみ記載した

パネル報告書

を採択）

二国間合意により終了

韓国製 チップに対する

相殺関税措置（ ）
韓国 （上級委報告

書採択）

我が国の主張が一部容認

されず

韓国製 チップに対する

相殺関税措置（ ）

（履行確認パネル）

韓国 （履行確認パ

ネル設置）

―
パネル手続停止期間が

か月を超えたため、パネル

消滅（ ）

（３）我が国が現在第三国参加している紛争案件（実質的に終了した案件を除く）

案 件 名 申立国 審理段階

● の大型民間航空機の取引に関連する措置（ ）

●米国の大型民間航空機の取引に関連する措置（二次申立）（ ）

●タイのフィリピン産タバコに対する税関における措置（ ）

●米国の中国産品に対するアンチ・ダンピング措置及び相殺関税措置

（ ）

●米国のマグロ及びマグロ製品の輸入、販売等に関する措置（ ）

●インドの農作物の輸入に関する措置（ ）

●中国のレアアース・タングステン・モリブデンに関する輸出規制措置

（ ， ）

米国

フィリピン

中国

メキシコ

米国

米国、

履行確認手続中

履行確認手続中

履行確認手続中

履行確認中

履行確認手続中

対抗措置の承認

履行確認中

第 部 協定と主要ケース

案 件 名 協議要請
パネル設置

決定
報告書採択 結 論

グ措置（ ） 書採択）

ロシアの自動車廃車税制度（ ） ― ―
協議中断（ 年 月、措置

是正）

ウクライナ自動車セーフガード措

置（ ）
（パネル報告

書採択）

我が国の主張容認

韓国の日本産水産物等の輸入規制

（ ）
上級委審理中

ブラジルの内外差別的な税制恩典

措置（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

韓国の日本製空気圧伝送用バルブ

に対するアンチ・ダンピング措置

（ ）

上級委審理中

インドの鉄鋼製品に係るセーフガ

ード措置等（ ）
上級委審理中

韓国の日本製ステンレス棒鋼に対

するアンチ・ダンピング措置

（ ）

パネル審理中

韓国の自国造船業に対する公的助

成（ ）
二国間協議中

（２）我が国が被申立国となった紛争案件

案 件 名 申立国 協議要請 報告書採択 結 論

酒税格差（ ， ， ）
米

加
（上級委報告

書採択）

我が国の主張が容認され

ず

移動電話（ ） ―
二国間合意により終了

（ ）

著作隣接権（ ， ）
米国

―
二国間合意により終了

（ ）

フィルム・印画紙市場に関する措置

（ ）
米国 （パネル報告

書採択）

我が国の主張容認

流通サービス措置（大店法等、 ） 米国 ― 協議段階で実質的には終
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第１７章 の紛争解決手続

案 件 名 申立国 協議要請 報告書採択 結 論

了

豚肉輸入に係る措置（ ） ―
協議段階で実質的には終

了

運輸多目的衛星用衛星航法補強シ

ステム調達（ ）
―

二国間合意により終了

（ ）

リンゴ等農産品に係る輸入検疫

（ ）
米国 （上級委報告

書採択）

我が国の主張が容認され

ず

皮革に係る関税割当制度及び補助

金（ ）
―

協議段階で実質的には終

了

リンゴの輸入に係る措置（ ） 米国 （上級委報告

書採択）

我が国の主張が容認され

ず

のりの輸入割当（ ） 韓国

（案件の経緯

のみ記載した

パネル報告書

を採択）

二国間合意により終了

韓国製 チップに対する

相殺関税措置（ ）
韓国 （上級委報告

書採択）

我が国の主張が一部容認

されず

韓国製 チップに対する

相殺関税措置（ ）

（履行確認パネル）

韓国 （履行確認パ

ネル設置）

―
パネル手続停止期間が

か月を超えたため、パネル

消滅（ ）

（３）我が国が現在第三国参加している紛争案件（実質的に終了した案件を除く）

案 件 名 申立国 審理段階

● の大型民間航空機の取引に関連する措置（ ）

●米国の大型民間航空機の取引に関連する措置（二次申立）（ ）

●タイのフィリピン産タバコに対する税関における措置（ ）

●米国の中国産品に対するアンチ・ダンピング措置及び相殺関税措置

（ ）

●米国のマグロ及びマグロ製品の輸入、販売等に関する措置（ ）

●インドの農作物の輸入に関する措置（ ）

●中国のレアアース・タングステン・モリブデンに関する輸出規制措置

（ ， ）

米国

フィリピン

中国

メキシコ

米国

米国、

履行確認手続中

履行確認手続中

履行確認手続中

履行確認中

履行確認手続中

対抗措置の承認

履行確認中

第 部 協定と主要ケース

案 件 名 協議要請
パネル設置

決定
報告書採択 結 論

グ措置（ ） 書採択）

ロシアの自動車廃車税制度（ ） ― ―
協議中断（ 年 月、措置

是正）

ウクライナ自動車セーフガード措

置（ ）
（パネル報告

書採択）

我が国の主張容認

韓国の日本産水産物等の輸入規制

（ ）
上級委審理中

ブラジルの内外差別的な税制恩典

措置（ ）
（上級委報告

書採択）

我が国の主張容認

韓国の日本製空気圧伝送用バルブ

に対するアンチ・ダンピング措置

（ ）

上級委審理中

インドの鉄鋼製品に係るセーフガ

ード措置等（ ）
上級委審理中

韓国の日本製ステンレス棒鋼に対

するアンチ・ダンピング措置

（ ）

パネル審理中

韓国の自国造船業に対する公的助

成（ ）
二国間協議中

（２）我が国が被申立国となった紛争案件

案 件 名 申立国 協議要請 報告書採択 結 論

酒税格差（ ， ， ）
米

加
（上級委報告

書採択）

我が国の主張が容認され

ず

移動電話（ ） ―
二国間合意により終了

（ ）

著作隣接権（ ， ）
米国

―
二国間合意により終了

（ ）

フィルム・印画紙市場に関する措置

（ ）
米国 （パネル報告

書採択）

我が国の主張容認

流通サービス措置（大店法等、 ） 米国 ― 協議段階で実質的には終

387

　　　　　　　　　第17
章
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続

　　　第
Ⅱ
部



第１７章 の紛争解決手続

案 件 名 申立国 審理段階

（ ）

●米国のカナダ産軟材に対する相殺措置（ ）

●米国のカナダ産軟材に対する異なった価格手法の適用に関する措置

（ ）

●米国のベトナムからの魚の切り身に対するアンチ・ダンピング措置

（ ）

●パキスタンのアラブ首長国連邦からのプロビレン二軸配向フィルムに

対するアンチ・ダンピング措置（ ）

●米国のアンチ・ダンピング及び相殺措置及び入手可能な事実（ ）

●インドの輸出に関する措置（ ）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）（ ）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条） ）

●米国の太陽光パネルに対するセーフガード措置（ ）

●米国の大型洗濯機に対するセーフガード措置（ ）

●カナダの 条に対するリバランス措置（ ）

●中国の 条に対するリバランス措置 ）

● の 条に対するリバランス措置（ ）

●メキシコの 条に対するリバランス措置（ ）

インドネシ

ア

カナダ

カナダ

ベトナム

韓国

米国

中国

インド

カナダ

メキシコ

ノルウェー

ロシア

トルコ

韓国

韓国

米国

米国

米国

米国

パネル審理中

パネル審理中

パネル審理中

パネル審理中

パネル設置

パネル審理中

パネル審理中

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

（ 年 月現在）

第 部 協定と主要ケース

案 件 名 申立国 審理段階

●オーストラリアのタバコ製品の包装に関する規制

（ ）

●米国の中国からの太陽光パネル等に対する相殺関税措置（ ）

●中国の自動車及び自動車部品産業に関する措置（ ）

● 及び加盟国の再生可能エネルギー分野に関する措置（ ）

●インドネシアによる園芸作物、動物等の輸入制限措置（ ）

●インドの太陽光電池及び太陽電池モジュールに関する措置（ ）

●ロシアの自動車廃車税（ ）

●米国の韓国産家庭用大型洗濯機に対するアンチ・ダンピング及び相殺

関税措置（ ）

●米国の中国に対するアンチ・ダンピング手続における調査手法及び適

用（ ）

●ブラジルの課税及び課徴金に関する措置（ ）

●ロシアの 産豚、豚肉及び豚肉製品に関する措置（ ）

● のエネルギー政策（ ）

●インドネシアの園芸作物等に対する措置（ ）

●カナダの中国産セルロースパルプに対するアンチ・ダンピング措置

（ ）

●中国による実証基地・共通サービスプラットフォームプログラム関連

措置（ ）

●ロシアの鉄道製品及びその部品の輸入に対する措置（ ）

●米国のカナダ産スーパー仕上紙に対する相殺関税措置（ ）

●中国の原材料に対する輸出税（ 、 ）

●中国の農業生産者に対する助成措置（ ）

●ロシアの通過運送に関する措置（ ）

●モロッコのトルコ製熱延鋼板等に対する 措置（ ）

● のアンチ・ダンピング手続きに係る価格比較手法（ ）

●中国の農産品に対する関税割当制度（ ）

●カナダの商業用航空機の貿易に関する措置（ ）

●米国のトルコ製パイプ管に対する相殺措置（ ）

●アラブ首長国連邦の物品・サービス貿易及び知的所有権の貿易関連の

側面に関する措置（ ）

●オーストラリアの ４コピー用紙に対するアンチ・ダンピング措置

ホンジュラス

ドミニカ共和国

キューバ

インドネシア

中国

米国

中国

米国

米国

韓国

中国

ロシア

米国

中国

米国

ウクライナ

カナダ

米国、

米国

ウクライナ

トルコ

中国

米国

ブラジル

トルコ

カタール

上級委審理中

履行確認手続中

二国間協議中

二国間協議中

パネル設置中

対抗措置申請中

パネル設置中

対抗措置申請中

対抗措置申請中

上級委報告書発

出済

履行確認手続中

上級委審理中

対抗措置申請中

履行確認中

パネル設置

上級委審理中

上級委審理中

パネル設置

パネル審理中

パネル審理中

上級委審理中

パネル審理中

パネル審理中

パネル審理中

パネル報告書発

出済

パネル審理中

ウクライナも協議要請（ ）したが、同国は 年 月 日に 第 条に基づきパネル手続きの停止を申請、その後、

年 月 日、 第 条に基づきパネルの設置根拠が消失された。なお、 年 月 日付けのレターで、豪州はウクライナと二国

間合意に達したことを認めている。
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第１７章 の紛争解決手続

案 件 名 申立国 審理段階

（ ）

●米国のカナダ産軟材に対する相殺措置（ ）

●米国のカナダ産軟材に対する異なった価格手法の適用に関する措置

（ ）

●米国のベトナムからの魚の切り身に対するアンチ・ダンピング措置

（ ）

●パキスタンのアラブ首長国連邦からのプロビレン二軸配向フィルムに

対するアンチ・ダンピング措置（ ）

●米国のアンチ・ダンピング及び相殺措置及び入手可能な事実（ ）

●インドの輸出に関する措置（ ）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）（ ）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条）

●米国の鉄鋼及びアルミに関する措置（ 条） ）

●米国の太陽光パネルに対するセーフガード措置（ ）

●米国の大型洗濯機に対するセーフガード措置（ ）

●カナダの 条に対するリバランス措置（ ）

●中国の 条に対するリバランス措置 ）

● の 条に対するリバランス措置（ ）

●メキシコの 条に対するリバランス措置（ ）

インドネシ

ア

カナダ

カナダ

ベトナム

韓国

米国

中国

インド

カナダ

メキシコ

ノルウェー

ロシア

トルコ

韓国

韓国

米国

米国

米国

米国

パネル審理中

パネル審理中

パネル審理中

パネル審理中

パネル設置

パネル審理中

パネル審理中

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

パネル設置

（ 年 月現在）

第 部 協定と主要ケース

案 件 名 申立国 審理段階

●オーストラリアのタバコ製品の包装に関する規制

（ ）

●米国の中国からの太陽光パネル等に対する相殺関税措置（ ）

●中国の自動車及び自動車部品産業に関する措置（ ）

● 及び加盟国の再生可能エネルギー分野に関する措置（ ）

●インドネシアによる園芸作物、動物等の輸入制限措置（ ）

●インドの太陽光電池及び太陽電池モジュールに関する措置（ ）

●ロシアの自動車廃車税（ ）

●米国の韓国産家庭用大型洗濯機に対するアンチ・ダンピング及び相殺

関税措置（ ）

●米国の中国に対するアンチ・ダンピング手続における調査手法及び適

用（ ）

●ブラジルの課税及び課徴金に関する措置（ ）

●ロシアの 産豚、豚肉及び豚肉製品に関する措置（ ）

● のエネルギー政策（ ）

●インドネシアの園芸作物等に対する措置（ ）

●カナダの中国産セルロースパルプに対するアンチ・ダンピング措置

（ ）

●中国による実証基地・共通サービスプラットフォームプログラム関連

措置（ ）

●ロシアの鉄道製品及びその部品の輸入に対する措置（ ）

●米国のカナダ産スーパー仕上紙に対する相殺関税措置（ ）

●中国の原材料に対する輸出税（ 、 ）

●中国の農業生産者に対する助成措置（ ）

●ロシアの通過運送に関する措置（ ）

●モロッコのトルコ製熱延鋼板等に対する 措置（ ）

● のアンチ・ダンピング手続きに係る価格比較手法（ ）

●中国の農産品に対する関税割当制度（ ）

●カナダの商業用航空機の貿易に関する措置（ ）

●米国のトルコ製パイプ管に対する相殺措置（ ）

●アラブ首長国連邦の物品・サービス貿易及び知的所有権の貿易関連の

側面に関する措置（ ）

●オーストラリアの ４コピー用紙に対するアンチ・ダンピング措置

ホンジュラス

ドミニカ共和国

キューバ

インドネシア

中国

米国

中国

米国

米国

韓国

中国

ロシア

米国

中国

米国

ウクライナ

カナダ

米国、

米国

ウクライナ

トルコ

中国

米国

ブラジル

トルコ

カタール

上級委審理中

履行確認手続中

二国間協議中

二国間協議中

パネル設置中

対抗措置申請中

パネル設置中

対抗措置申請中

対抗措置申請中

上級委報告書発

出済

履行確認手続中

上級委審理中

対抗措置申請中

履行確認中

パネル設置

上級委審理中

上級委審理中

パネル設置

パネル審理中

パネル審理中

上級委審理中

パネル審理中

パネル審理中

パネル審理中

パネル報告書発

出済

パネル審理中

ウクライナも協議要請（ ）したが、同国は 年 月 日に 第 条に基づきパネル手続きの停止を申請、その後、

年 月 日、 第 条に基づきパネルの設置根拠が消失された。なお、 年 月 日付けのレターで、豪州はウクライナと二国

間合意に達したことを認めている。
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第１７章 の紛争解決手続

＜図表 ＞ 紛争解決手続における過去の対抗措置承認申請

案件名
第 条

（対抗措置の承認申請）

第 条

（対抗措置の規模の仲裁結

果）

発動結果

豪州―鮭

（ ：カナダ）

総額年間 万加ドルの対抗

措置を申請。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

―ホルモン牛

肉

（ ：米国）

総額年間 億 万米ドルの対抗

措置を申請。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

米国に総額年間 億 万米ド

ルの対抗措置が承認。

アメリカは 年 月

に、 からの輸入品に

対して追加税を賦課。

―ホルモン牛

肉

（ （ と合

併）：カナダ）

総額年間 万米ドルの対抗

措置を申請。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

カナダに総額年間 万加

ドルの対抗措置が承認。

カナダは 年 月に、

からの輸入品に対し

て追加税を賦課。

―バナナ

（ ：米国）

総額年間 億 万米ドルの対

抗措置を申請。（ に基づ

く譲許その他の義務の適用を停

止し、追加税を賦課）

米国に総額年間 億 万米

ドルの対抗措置が承認。

米国は 年 月に、

からの輸入品に対して

追加税を賦課。 年

月に米・ が本紛争解

決の手段について合意

したことをうけ、同年

月に米は対抗措置を撤

廃。

―バナナ

（ ：エクア

ドル）

総額年間 億 万米ドルの対

抗措置を申請。（ 、 の

一部義務停止）

エクアドルに総額年間 億

万米ドルの対抗措置が承認。 未発動

ブラジル―航空機

（ ：カナダ）

① 第 条の一部義務停止

②繊維協定上の一部義務停止

③輸入許可手続協定上の一部義

務停止

④追加関税付加（ に基

づく譲許その他の義務の適用を

停止し、追加税を賦課）

上記による総額年間 億加ドル

の対

抗措置を申請。

カナダに総額年間 億 万

加ドルの対抗措置が承認。

未発動

カナダ―乳製品機

（ ：米国）

総額年間 万米ドルの対抗

措置を申請。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

第 部 協定と主要ケース

＜図表 ＞ における紛争解決手続の流れ

＝　DSB
二国間協議要請 ※ネガティブコンセンサス方式

(要請から原則10日以内に回答）
二国間協議 (要請から原則30日以内に第一回協議開催。場合により更に開催）

パネル設置要請 （パネル設置要請は、協議要請から原則60日経過後のDSB会合（通常月1回開催))

パネル設置決定※ （1回目は拒否権があるため、通常2回目のDSB会合で設置）

パネリスト及び付託事項決定 （通常パネル設置決定後30日以内）

パネル審理 （審理期間はパネリスト及び付託事項決定からパネル報告書が
     当事国に送付されるまで6か月以内、緊急の場合3か月以内）

パネル報告書の紛争当事国への送付 （約2～3週間）

パネル報告書の全加盟国への送付 （パネル報告書の紛争当事国への送付より2か月以内）

パネル報告書採択※ 上級委員会への申立て
（パネル設置から9か月以内）

上級委員会審理
（審理期間は上級委員会申立てより2か月以内）上級委員会審理

(審理期間は上級委員会申立てより2か月以内)
上級委員会報告書の全加盟国への送付
（上級委員会報告書の全加盟国への送付より1か月以内）

上級委員会報告書採択※
勧告実施のための妥当な期間の決定 （パネル設置から12か月以内）

（パネル設置から決定まで15か月、最長18か月以内）

＜実施につき当事国間に意見の相違がある場合＞

    （勧告不履行のまま妥当な期間が終了した日から20日以内に
履行確認パネル・上級委員会手続（DSU21.5）        満足すべき代償につき合意がされない場合）

原則として元パネルのパネリスト

パネル審理

パネル報告書の加盟国配布
（判定パネル要請から90日以内） 対抗措置の承認※

上級委員会審理

上級委員会報告書の加盟国配布
（判定パネル要請から90日以内）

制裁の規模についての仲裁

対抗措置の承認申請
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＜図表 ＞ 紛争解決手続における過去の対抗措置承認申請

案件名
第 条

（対抗措置の承認申請）

第 条

（対抗措置の規模の仲裁結

果）

発動結果

豪州―鮭

（ ：カナダ）

総額年間 万加ドルの対抗

措置を申請。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

―ホルモン牛

肉

（ ：米国）

総額年間 億 万米ドルの対抗

措置を申請。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

米国に総額年間 億 万米ド

ルの対抗措置が承認。

アメリカは 年 月

に、 からの輸入品に

対して追加税を賦課。

―ホルモン牛

肉

（ （ と合

併）：カナダ）

総額年間 万米ドルの対抗

措置を申請。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

カナダに総額年間 万加

ドルの対抗措置が承認。

カナダは 年 月に、

からの輸入品に対し

て追加税を賦課。

―バナナ

（ ：米国）

総額年間 億 万米ドルの対

抗措置を申請。（ に基づ

く譲許その他の義務の適用を停

止し、追加税を賦課）

米国に総額年間 億 万米

ドルの対抗措置が承認。

米国は 年 月に、

からの輸入品に対して

追加税を賦課。 年

月に米・ が本紛争解

決の手段について合意

したことをうけ、同年

月に米は対抗措置を撤

廃。

―バナナ

（ ：エクア

ドル）

総額年間 億 万米ドルの対

抗措置を申請。（ 、 の

一部義務停止）

エクアドルに総額年間 億

万米ドルの対抗措置が承認。 未発動

ブラジル―航空機

（ ：カナダ）

① 第 条の一部義務停止

②繊維協定上の一部義務停止

③輸入許可手続協定上の一部義

務停止

④追加関税付加（ に基

づく譲許その他の義務の適用を

停止し、追加税を賦課）

上記による総額年間 億加ドル

の対

抗措置を申請。

カナダに総額年間 億 万

加ドルの対抗措置が承認。

未発動

カナダ―乳製品機

（ ：米国）

総額年間 万米ドルの対抗

措置を申請。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

第 部 協定と主要ケース

＜図表 ＞ における紛争解決手続の流れ

＝　DSB
二国間協議要請 ※ネガティブコンセンサス方式

(要請から原則10日以内に回答）
二国間協議 (要請から原則30日以内に第一回協議開催。場合により更に開催）

パネル設置要請 （パネル設置要請は、協議要請から原則60日経過後のDSB会合（通常月1回開催))

パネル設置決定※ （1回目は拒否権があるため、通常2回目のDSB会合で設置）

パネリスト及び付託事項決定 （通常パネル設置決定後30日以内）

パネル審理 （審理期間はパネリスト及び付託事項決定からパネル報告書が
     当事国に送付されるまで6か月以内、緊急の場合3か月以内）

パネル報告書の紛争当事国への送付 （約2～3週間）

パネル報告書の全加盟国への送付 （パネル報告書の紛争当事国への送付より2か月以内）

パネル報告書採択※ 上級委員会への申立て
（パネル設置から9か月以内）

上級委員会審理
（審理期間は上級委員会申立てより2か月以内）上級委員会審理

(審理期間は上級委員会申立てより2か月以内)
上級委員会報告書の全加盟国への送付
（上級委員会報告書の全加盟国への送付より1か月以内）

上級委員会報告書採択※
勧告実施のための妥当な期間の決定 （パネル設置から12か月以内）

（パネル設置から決定まで15か月、最長18か月以内）

＜実施につき当事国間に意見の相違がある場合＞

    （勧告不履行のまま妥当な期間が終了した日から20日以内に
履行確認パネル・上級委員会手続（DSU21.5）        満足すべき代償につき合意がされない場合）

原則として元パネルのパネリスト

パネル審理

パネル報告書の加盟国配布
（判定パネル要請から90日以内） 対抗措置の承認※

上級委員会審理

上級委員会報告書の加盟国配布
（判定パネル要請から90日以内）

制裁の規模についての仲裁

対抗措置の承認申請
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案件名
第 条

（対抗措置の承認申請）

第 条

（対抗措置の規模の仲裁結

果）

発動結果

ル） 基づく譲許その他の義務の適用

を停止し、追加税を賦課）

ただ、①だけでは効果的でない

として、②、③も要請。

②知的財産権保護制限

③ 保護制限

動）の対抗措置が承認。

ある年にブラジルがとること

ができる対抗措置の規模が、同

年のブラジルにおける米国か

らの総輸入量に基づき計算さ

れる基準額を超える場合、超過

額の範囲で、 協定及び

上の義務を停止すること

も可能。

（合意したプログラム

実施中には対抗措置を

発動しないことで二国

間合意）

米国―

（ ：アルゼ

ンチン）

総額年間 万米ドルの対抗

措置を申請。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

仲裁裁判は中断。

（ が米国のアルゼンチン産

に対する 措置のサンセ

ット・レビューにより措置継続

について否定的な決定をした

ため）

―

米国―軟材Ⅵ

（ ：カナ

ダ）

総額年間 億 万加ドルの

追加関税付加。（ に基づ

く譲許その他の義務の適用を停

止し、追加税を賦課）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

―遺伝子組み

換え

（ ：米国）

① に基づく譲許その他

の義務の適用を停止。

② 協定に係る一部譲許停止

③農業協定に係る一部譲許停止

上記による対抗措置を申請。

（義務の停止レベルは、 の措

置に

よる米国の年間逸失利益相当

額）

仲裁裁判は中断。

―

米国―ゼロイン

グ

（ ：日本）

総額年間 億 万米ドルの追

加関税付加。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

仲裁裁判は終了（ 年 月、

二国間で解決に向けた覚書に

合意。覚書に基づき、米国はゼ

ロイング廃止に向けて商務省

規則を改正。 年 月、覚書

に基づき対抗措置申請を撤回

し、仲裁申立てを取下げ）。

―

米国―ゼロイン

グ（ ： ）

総額年間約 億 万米ドルの

追加関税付加（ に基づ

く譲許その他の義務の適用を停

止し、追加税を賦課）

仲裁裁判は終了。（ 年 月、

二国間で解決に向けた覚書に

合意。覚書に基づき、米国はゼ

ロイング廃止に向けて商務省

―

第 部 協定と主要ケース

案件名
第 条

（対抗措置の承認申請）

第 条

（対抗措置の規模の仲裁結

果）

発動結果

カナダ―乳製品機

（ （ と

合併）： ）

総額年間 万米ドルの対抗

措置を申請。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

米国―

（ ： ）

総額年間 億 万米ドルの

対抗措置を申請。（ に基

づく譲許その他の義務の適用を

停止し、追加税を賦課）

に総額年間 億 万米ド

ルの対抗措置が承認。

は 年 月から

年 月にかけて、ア

メリカからの輸入品に

対して段階的関税引き

上げを実施。

年 月、米国は

税制を廃止

米国― 法

（ ： ）

制定 裁判所の最終判決又は和解に

基づき 企業が支払う累積金

額。

未発動

（ 年 月、米国は

年 法を廃止）

米国― 法

（ ：日本）

制定 仲裁判断なし。

（中断されたまま 法廃

止）

―

米国―著作権法

条

（ ： ）

総額年間 万ユーロの対抗措

置を申請。（ 協定に基づく

義務を停止し、国境における特

別費付加）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

日本―りんご

（ ：米国）

①追加関税付加（ に基

づく譲許その他の義務の適用を

停止し、追加税を賦課）

② 協定に係る一部譲許停止

③農業協定に係る一部譲許停止

上記による 億 万米ドルの

対抗措置を申請。

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）

―

米国―軟材Ⅳ

（ ：カナ

ダ）

総額年間 億加ドルの対抗措置

を申請。（ に基づく譲許

その他の義務の適用を停止。（過

剰徴税額）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

米国―軟材Ⅴ

（ ：カナ

ダ）

総額年間 億加ドルの対抗措置

を申請。（ に基づく譲許

その他の義務の適用を停止。（ゼ

ロイング過剰徴税額相当）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

米国―綿花

（ ：ブラジ

①総額年間 億 万米ドル

の対抗措置を申請。（ に

ブラジルに総額年間 億

万米ドル（ただし、額は毎年変 未発動
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案件名
第 条

（対抗措置の承認申請）

第 条

（対抗措置の規模の仲裁結

果）

発動結果

ル） 基づく譲許その他の義務の適用

を停止し、追加税を賦課）

ただ、①だけでは効果的でない

として、②、③も要請。

②知的財産権保護制限

③ 保護制限

動）の対抗措置が承認。

ある年にブラジルがとること

ができる対抗措置の規模が、同

年のブラジルにおける米国か

らの総輸入量に基づき計算さ

れる基準額を超える場合、超過

額の範囲で、 協定及び

上の義務を停止すること

も可能。

（合意したプログラム

実施中には対抗措置を

発動しないことで二国

間合意）

米国―

（ ：アルゼ

ンチン）

総額年間 万米ドルの対抗

措置を申請。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

仲裁裁判は中断。

（ が米国のアルゼンチン産

に対する 措置のサンセ

ット・レビューにより措置継続

について否定的な決定をした

ため）

―

米国―軟材Ⅵ

（ ：カナ

ダ）

総額年間 億 万加ドルの

追加関税付加。（ に基づ

く譲許その他の義務の適用を停

止し、追加税を賦課）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

―遺伝子組み

換え

（ ：米国）

① に基づく譲許その他

の義務の適用を停止。

② 協定に係る一部譲許停止

③農業協定に係る一部譲許停止

上記による対抗措置を申請。

（義務の停止レベルは、 の措

置に

よる米国の年間逸失利益相当

額）

仲裁裁判は中断。

―

米国―ゼロイン

グ

（ ：日本）

総額年間 億 万米ドルの追

加関税付加。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

仲裁裁判は終了（ 年 月、

二国間で解決に向けた覚書に

合意。覚書に基づき、米国はゼ

ロイング廃止に向けて商務省

規則を改正。 年 月、覚書

に基づき対抗措置申請を撤回

し、仲裁申立てを取下げ）。

―

米国―ゼロイン

グ（ ： ）

総額年間約 億 万米ドルの

追加関税付加（ に基づ

く譲許その他の義務の適用を停

止し、追加税を賦課）

仲裁裁判は終了。（ 年 月、

二国間で解決に向けた覚書に

合意。覚書に基づき、米国はゼ

ロイング廃止に向けて商務省

―

第 部 協定と主要ケース

案件名
第 条

（対抗措置の承認申請）

第 条

（対抗措置の規模の仲裁結

果）

発動結果

カナダ―乳製品機

（ （ と

合併）： ）

総額年間 万米ドルの対抗

措置を申請。（ に基づく

譲許その他の義務の適用を停止

し、追加税を賦課）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

米国―

（ ： ）

総額年間 億 万米ドルの

対抗措置を申請。（ に基

づく譲許その他の義務の適用を

停止し、追加税を賦課）

に総額年間 億 万米ド

ルの対抗措置が承認。

は 年 月から

年 月にかけて、ア

メリカからの輸入品に

対して段階的関税引き

上げを実施。

年 月、米国は

税制を廃止

米国― 法

（ ： ）

制定 裁判所の最終判決又は和解に

基づき 企業が支払う累積金

額。

未発動

（ 年 月、米国は

年 法を廃止）

米国― 法

（ ：日本）

制定 仲裁判断なし。

（中断されたまま 法廃

止）

―

米国―著作権法

条

（ ： ）

総額年間 万ユーロの対抗措

置を申請。（ 協定に基づく

義務を停止し、国境における特

別費付加）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

日本―りんご

（ ：米国）

①追加関税付加（ に基

づく譲許その他の義務の適用を

停止し、追加税を賦課）

② 協定に係る一部譲許停止

③農業協定に係る一部譲許停止

上記による 億 万米ドルの

対抗措置を申請。

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）

―

米国―軟材Ⅳ

（ ：カナ

ダ）

総額年間 億加ドルの対抗措置

を申請。（ に基づく譲許

その他の義務の適用を停止。（過

剰徴税額）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

米国―軟材Ⅴ

（ ：カナ

ダ）

総額年間 億加ドルの対抗措置

を申請。（ に基づく譲許

その他の義務の適用を停止。（ゼ

ロイング過剰徴税額相当）

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）
―

米国―綿花

（ ：ブラジ

①総額年間 億 万米ドル

の対抗措置を申請。（ に

ブラジルに総額年間 億

万米ドル（ただし、額は毎年変 未発動
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第１７章 の紛争解決手続

＜図表 ＞紛争案件数の推移

（注）紛争案件数は当該年に協議要請が行われた件数であって紛争番号の件数である。

＜図表 ＞我が国の申立てによる 時代の協議・パネル案件（一部例外）

（１）協議

対 象 相手国 根拠条文 協議要請 協議の時期 その他の状況

輸入制限 イタリア 第 条 項

キャブシャーシ

（関税分類変更によ

る関税引上げ）

米国
第 条 項

第 条 項
パネル要請せず

（輸入制限） オーストリア 第 条 項 輸入制限は廃止

（輸入制限） （仏） 第 条 項 協議せず 仏は通関手続を正常化

半導体（一方的措置） 米国 第 条 項 パネル要請せず

ポリアセタール樹脂

（ 税の濫用）
韓国

コード

第 条 項

米国が 年 月パネ

ル提訴

年 月パネル採択

支払済 税のコスト

算入（ 税の濫用）

コード

第 条 項

新 協定において当該

問題に関する規定が明

確化

米国写真フィルム・印

画紙市場
米国

制限的商慣習に関

する協議について

の 年決定

年 月米側から右

決定に基づく協議要請

を受けたところ。これ

第 部 協定と主要ケース

案件名
第 条

（対抗措置の承認申請）

第 条

（対抗措置の規模の仲裁結

果）

発動結果

規則を改正。 年 月、覚書

に基づき対抗措置申請を撤回

し、仲裁申立てを取下げ）。

―大型民間航

空機

（ ：米国）

① に基づく譲許その他

の義務の適用を停止。

② 協定に基づく横断的又は

分野別約束の停止。

上記による総額年間約 億から

億米ドルの対抗措置を申請。

仲裁裁判は中断。

―

米国―大型民間

航空機（二次申

立）（ ： ）

① に基づく譲許その他

の義務の適用を停止。

② 協定に基づく譲許その他

の義務の適用を停止。

③ 協定に基づく横断的又は

分野別約束の停止。

上記による総額年間約 億米ド

ルの対抗措置を申請。

仲裁裁判は中断。

―

米国―クローブ

入りたばこ

（ ：イン

ドネシア）

① に基づく譲許その他

の義務の適用を停止。

② 協定に基づく譲許その他

の義務の適用を停止。

③輸入ライセンス協定に基づく

譲許その他の義務の適用を停

止。

上記による対抗措置を申請。

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）

―
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＜図表 ＞紛争案件数の推移

（注）紛争案件数は当該年に協議要請が行われた件数であって紛争番号の件数である。

＜図表 ＞我が国の申立てによる 時代の協議・パネル案件（一部例外）

（１）協議

対 象 相手国 根拠条文 協議要請 協議の時期 その他の状況

輸入制限 イタリア 第 条 項

キャブシャーシ

（関税分類変更によ

る関税引上げ）

米国
第 条 項

第 条 項
パネル要請せず

（輸入制限） オーストリア 第 条 項 輸入制限は廃止

（輸入制限） （仏） 第 条 項 協議せず 仏は通関手続を正常化

半導体（一方的措置） 米国 第 条 項 パネル要請せず

ポリアセタール樹脂

（ 税の濫用）
韓国

コード

第 条 項

米国が 年 月パネ

ル提訴

年 月パネル採択

支払済 税のコスト

算入（ 税の濫用）

コード

第 条 項

新 協定において当該

問題に関する規定が明

確化

米国写真フィルム・印

画紙市場
米国

制限的商慣習に関

する協議について

の 年決定

年 月米側から右

決定に基づく協議要請

を受けたところ。これ

第 部 協定と主要ケース

案件名
第 条

（対抗措置の承認申請）

第 条

（対抗措置の規模の仲裁結

果）

発動結果

規則を改正。 年 月、覚書

に基づき対抗措置申請を撤回

し、仲裁申立てを取下げ）。

―大型民間航

空機

（ ：米国）

① に基づく譲許その他

の義務の適用を停止。

② 協定に基づく横断的又は

分野別約束の停止。

上記による総額年間約 億から

億米ドルの対抗措置を申請。

仲裁裁判は中断。

―

米国―大型民間

航空機（二次申

立）（ ： ）

① に基づく譲許その他

の義務の適用を停止。

② 協定に基づく譲許その他

の義務の適用を停止。

③ 協定に基づく横断的又は

分野別約束の停止。

上記による総額年間約 億米ド

ルの対抗措置を申請。

仲裁裁判は中断。

―

米国―クローブ

入りたばこ

（ ：イン

ドネシア）

① に基づく譲許その他

の義務の適用を停止。

② 協定に基づく譲許その他

の義務の適用を停止。

③輸入ライセンス協定に基づく

譲許その他の義務の適用を停

止。

上記による対抗措置を申請。

仲裁判断なし。

（中断されたまま二国間合意

成立）

―
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第１７章 の紛争解決手続

対 象 相手国 パネル設置
パネル報告採択

（上級委報告採択）
パネルの結論等

タリング措置等 第 条違反を認定。

加工材関税 カナダ
関税分類に関して広い裁量を認

め、 第 条違反を否定。

牛肉・柑橘類の輸入

制限
米国 二国間合意により終了。

牛肉の輸入制限 豪州 二国間合意により終了。

牛肉の輸入制限 二国間合意により終了。

上級委員会を巡る問題
１．背景

の上級委員会において、 年 月、 月、

月、 年 月と次々と委員が任期を終えた。上級

委員会は、 年 月現在、 名（中南米枠、アジア

枠、欧州枠、アフリカ枠） の欠員が生じたままであ

り、残る上級委員は 名 となった。通常、上級委員

の任期終了前に、次の委員の選考が行われるが、現在

にいたるまで、紛争解決機関（ ）において、選考

プロセスを開始するためのコンセンサスが形成され

ず、後任となる上級委員の選考プロセスは開始されて

いない 。

日本は、 年 月まで紛争解決機関の議長国

を、 年 月まで一般理事会の議長国を、それぞ

れ務めていたところ、上級委員選任を開始すべく、解

決案を模索してきた。上級委員会を巡る状況につい

て、以下概観する。

２．米国が指摘する問題点

米国は、 年 月に公表した”The President

Trade Policy Agenda”において、「最大の懸念は、

パネル及び上級委員会が、 協定に定められた（加

盟国の）権利・義務を加重・縮減していることであ

る」と述べた上で、「米国の長年の立場は、パネル及

び上級委員会は、加盟国によって交渉・合意された条

文の文言に忠実に従って 協定を適用するよう求め

られているというものである」としている。その上

で、懸念を示す具体例として、①90日期限の無視、

②上級委員の任期後の業務の継続、③紛争解決に必要

ではない勧告的意見の発出、④上級委員会による加盟

国の国内法の見直し審査、⑤上級委員会報告書を先例

として取扱うべき旨の上級委員会の主張、の 点を挙

げている。

①（ 日期限の無視）について、 第 条 は、

上級委員会への上訴申立から原則 日以内、最

長でも 日以内の報告書発出を上級委員会に義

務づけている。米国は、 年より前は上級委

員会がこの期限を遵守し、仮に 日を超える場

合には期限を延長すべく加盟国の同意を得る実務

となっていたことを指摘する。他方、 年以

降、加盟国の同意を得るべく協議することもな

く、期限を遵守できない旨を通知するのみになっ

たとして、上級委員会の の不遵守や不透明性

を批判している。

②（上級委員の任期後の業務の継続）について、上級

委手続規則 条は、「上級委員会の委員ではな

くなった者は、上級委員会の承認および紛争解決

機関に対する通知によって、委員であったときに

割り当てられた上訴の処理を完了することがで

き、当該人物は、当該目的のためのみ、引き続き

上級委員会の委員であるとみなされる」と規定す

る。米国は、上級委員の任命権限は、本来、紛争

解決機関に属しており 、加盟国が決定すべき事

項であるにも関わらず、上級委員会が同条に基づ

き、自ら実質的な任命行為を行っていることを問

題視している。そして、米国は、紛争解決機関の

承認を得ることなく、一昨年 月に任期を終えた

ラミレス（メキシコ）、一昨年 月に任期を終

えたバンデンボッシュ（ベルギー）について、同

第 部 協定と主要ケース

までのところ、日米双

方の申立てについて協

議は実施されていな

い｡

※パネルに移行した案件については下記（ ）を参照

（２）パネル

事 例 相手国 根拠条文 パネル設置 報告書配布 報告書採択 結 論

補助金の定義に関す

る裁定（ 事件）
米国

協議を経ずに

作業部会設置
（作業部

会）

我が国の主張容

認

の部品 規制

（ 税の濫用）
第 条 項

我が国の主張容

認

オーディオ・カセット

（ 税の濫用）

コード

第 条 項
採択されず

＜図表 ＞我が国が 時代に提訴されたパネル案件

対 象 相手国 パネル設置
パネル報告採択

（上級委報告採択）
パネルの結論等

先進工業諸国の輸

入制限（ 条）
ウルグアイ

先進 か国が一次産品に課して

いる制限のうち一部について

違反を認定。

絹糸輸入制限 米国 二国間合意により終了。

皮革輸入制限 米国
合意に係る経緯を記したレポー

トを採択。

皮革輸入制限 カナダ
合意に係る経緯を記したレポー

トを採択。

タバコ製品輸入制

限
米国 二国間合意により終了。

皮革輸入制限 米国 第 条違反を認定。

革製履物輸入制限 米国 二国間合意により終了。

農産物 品目輸入制

限
米国

国家貿易にも 第 条の適用

を認め、同条違反を認定。

アルコール飲料に

関する関税・内国

税・ラベリング

酒税制度の 第 条違反を認

定。

半導体 第三国モニ 第三国モニタリング措置の
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対 象 相手国 パネル設置
パネル報告採択

（上級委報告採択）
パネルの結論等

タリング措置等 第 条違反を認定。

加工材関税 カナダ
関税分類に関して広い裁量を認

め、 第 条違反を否定。

牛肉・柑橘類の輸入

制限
米国 二国間合意により終了。

牛肉の輸入制限 豪州 二国間合意により終了。

牛肉の輸入制限 二国間合意により終了。

上級委員会を巡る問題
１．背景

の上級委員会において、 年 月、 月、

月、 年 月と次々と委員が任期を終えた。上級

委員会は、 年 月現在、 名（中南米枠、アジア

枠、欧州枠、アフリカ枠） の欠員が生じたままであ

り、残る上級委員は 名 となった。通常、上級委員

の任期終了前に、次の委員の選考が行われるが、現在

にいたるまで、紛争解決機関（ ）において、選考

プロセスを開始するためのコンセンサスが形成され

ず、後任となる上級委員の選考プロセスは開始されて

いない 。

日本は、 年 月まで紛争解決機関の議長国

を、 年 月まで一般理事会の議長国を、それぞ

れ務めていたところ、上級委員選任を開始すべく、解

決案を模索してきた。上級委員会を巡る状況につい

て、以下概観する。

２．米国が指摘する問題点

米国は、 年 月に公表した”The President

Trade Policy Agenda”において、「最大の懸念は、

パネル及び上級委員会が、 協定に定められた（加

盟国の）権利・義務を加重・縮減していることであ

る」と述べた上で、「米国の長年の立場は、パネル及

び上級委員会は、加盟国によって交渉・合意された条

文の文言に忠実に従って 協定を適用するよう求め

られているというものである」としている。その上

で、懸念を示す具体例として、①90日期限の無視、

②上級委員の任期後の業務の継続、③紛争解決に必要

ではない勧告的意見の発出、④上級委員会による加盟

国の国内法の見直し審査、⑤上級委員会報告書を先例

として取扱うべき旨の上級委員会の主張、の 点を挙

げている。

①（ 日期限の無視）について、 第 条 は、

上級委員会への上訴申立から原則 日以内、最

長でも 日以内の報告書発出を上級委員会に義

務づけている。米国は、 年より前は上級委

員会がこの期限を遵守し、仮に 日を超える場

合には期限を延長すべく加盟国の同意を得る実務

となっていたことを指摘する。他方、 年以

降、加盟国の同意を得るべく協議することもな

く、期限を遵守できない旨を通知するのみになっ

たとして、上級委員会の の不遵守や不透明性

を批判している。

②（上級委員の任期後の業務の継続）について、上級

委手続規則 条は、「上級委員会の委員ではな

くなった者は、上級委員会の承認および紛争解決

機関に対する通知によって、委員であったときに

割り当てられた上訴の処理を完了することがで

き、当該人物は、当該目的のためのみ、引き続き

上級委員会の委員であるとみなされる」と規定す

る。米国は、上級委員の任命権限は、本来、紛争

解決機関に属しており 、加盟国が決定すべき事

項であるにも関わらず、上級委員会が同条に基づ
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第１７章 の紛争解決手続

を共有する。長年、米国や他の加盟国は 協定にお

ける様々な分野で上級委が加盟国の権利・義務を追加

しまたは減じていることに警鐘を鳴らしてきた。今後

加盟国とのさらなる議論を楽しみにしている」と肯定

的ニュアンスでコメントを行っている。

これらの動きを受け、本年 月より、ニュージー

ランドのウォーカー寿府代大使がファシリテーターと

なり、寿府において、上級委改革に関する非公式会合

が開催されており、本年 月末の一般理事会におい

て、それまでの議論の進捗の報告がなされた。

４．今後の課題

上訴された案件は、 名の上級委員が担当すること

とされているが、このまま上級委員が新たに選任され

ない場合、本年 月には上級委員が 名となり新規

案件を受理できなくなることになるほか、仮にそれ以

前であっても、案件によっては、利益相反のため 担

当上級委員 名を確保できず、上訴案件を処理するこ

とができなくなるおそれもある。パネルの判断は、上

訴された場合、上訴審理が終了するまで採択すること

ができないため（ 参照）、パネルで敗訴した

国は上訴することで、紛争解決機関による是正勧告を

阻むことができ、紛争解決手続は機能不全となりかね

ない。

かかる事態を回避し、紛争解決手続の機能を維持

するためにも、すべての加盟国が積極的に、解決に向

けた議論に参加する必要がある。日本は、かかる議論

を進め、本件の解決の糸口を模索すべく、上級委改革

に関する国際的な議論に建設的に関与していくべきで

ある。

第 部 協定と主要ケース

条に基づき案件担当を継続させることが決定され

たことも批判している。

③（紛争解決に必要ではない勧告的意見の発出）につ

いて、米国は、「紛争解決機関が行う勧告又は裁

定は、この了解及び対象協定に基づく権利及び義

務に従って問題の満足すべき解決を図ることを目

的とする」と規定する 第 条 や、「紛争解

決制度の目的は、紛争に関する明確な解決を確保

することである」と規定する 第 条 等を根

拠に、紛争解決制度の目的は「法を作ること」で

はなく、加盟国が紛争を解決する助けとなること

であり、国内裁判所や一部の国際裁判所とは異な

り、 加盟国はパネル及び上級委員会に「勧告

的意見」を発出する権限を与えていないと批判し

ている。

④（上級委員会による加盟国の国内法の見直し審査）

について、米国は、 第 条 は、「上級委

員会への申立ては、小委員会の報告において対象

とされた法的な問題及び小委員会が行った法的解

釈に限定される」と定めているにも関わらず、上

級委員会が法律問題として加盟国の国内法の意味

を審査できると述べ、パネルの事実認定や当事者

間で議論のない事実関係に基づかない結論を導い

ていると批判している。

⑤（上級委員会報告書を先例として取扱うべき旨の上

級委員会の主張）について、米国は、 協定の

下では上級委員会の判断に先例拘束性は認められ

ないとされているにも関わらず、上級委員会が、

「説得力のある理由（ ）」がない

限りパネルは過去の上級委員会報告書に従わなけ

ればならないと判示し、それにより上級委員会報

告書を加盟国が交渉により合意した 協定のよ

うに扱っていることを批判している。

３．各国の動き

米国は、２で述べた問題点が未だ解決されていな

いとして、 年 月時点においても上級委員の選

任プロセス開始に同意していない。これに対して、

が主導し、 年 月の一般理事会に、上級委改革

提案が提出された。これは、 、中、印、ノルウェ

ー、加、豪、 、スイス、星、墨、韓、アイスランド

の ヶ国・地域が共同提案国となっている「手続・

規則事項」に係る提案（①上級委が報告書発出までに

日以上要すると判断した場合には、当事国の同意

を得るべき旨を規定する、②同案件を担当する上級委

員の任期中に口頭聴聞を終えた案件については、当該

案件終了まで任期の延長を認める、③上級委は、当該

事案の解決に必要な限りにおいてのみ判断を行う旨を

規定する、④上級委は、加盟国の国内法の意味そのも

のは解釈できないことを規定する、⑤加盟国と上級委

による定例会合を設け、加盟国が上級委報告書の内容

について意見を述べる機会を設ける）と、 、中国、

インドの ヶ国・地域のみが共同提案国となっている

「上級委員の独立性・上級委員会事務局の体制強化」

に係る提案（（１）上級委員の任期を現在の１期４年

（再任あり）から、１期６－８年（再任は無し）とす

る、（２）上級委員の増員（７名→９名）、上級委員

の常勤化を規定するとともに、上級委事務局人員の増

強を行う、（３）任期切れとなる上級委員は後任委員

が決まるまではその職務を継続（延長期間は最大２

年）することを規定する、（４）上級委員の任期が残

り６ヶ月となった時点で、後任委員の選出プロセスが

自動的に開始されることを規定）の二部構成となって

おり、これらを実現する手段として の改正を提案

している。また、両提案に基づく の改正を同時に

採択することを提案している。加えて、同一般理事会

には、米国からパネル及び上級委が加盟国の権利・義

務を追加・縮減しているとの懸念が提起されているこ

とを踏まえ、解決策に焦点を当てたプロセス

（ ）の即時開始を求める豪

州及びシンガポールによる共同提案も提出されてい

る。

これらの提案に対し、米国は、同一般理事会にお

いて、まず ヶ国・地域による「手続・規則事項」

に係る共同提案については、「よく読めば、提案は効

果的に米国の懸念に対処するものではない。 のル

ールに立ち返るというよりもむしろ提案はルールの変

更を承認しているようにみえるが、上級委は加盟国が

合意したルールに従わなければならない。加盟国は深

い議論に参加し，なぜ上級委がルールから逸脱してい

るか、どうすればルールが守られるのか考えることが

必要」と否定的ニュアンスでコメントを行った。ま

た、 、中国、インドによる「上級委員の独立性・上

級委員会事務局の体制強化」に係る共同提案に対して

は、「むしろ上級委を にし，より

オーバーリーチを行いやすくするもの」とより強いト

ーンで批判した。一方、豪州・シンガポール共同提案

に対しては、「上級委のオーバーリーチに関する懸念
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